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別記２（契約書第３条関係） 

 

栄養士免許等関係事務に係る労働者派遣業務仕様書 

 

第１ 目的 

 本仕様書は、福島県保健福祉部健康づくり推進課における労働者派遣業務委託につ

いて必要な事項を定めた者であり、乙は、契約書に定めるもののほか、本仕様書に定

めるところにより派遣労働者を派遣するものとする。 

なお、本仕様書に記載の数量は概算であり、甲の都合により増減することがある。 

 

第２ 労働者派遣契約の履行期間 

 １ 契約期間 

契約締結日から令和８年３月３１日まで 

 ２ 派遣受入期間 

   令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 ３ 派遣期間制限抵触日 

   令和８年４月３日 

 

第３ 派遣労働者の勤務場所及び組織単位 

 福島県健康づくり推進課（福島県福島市杉妻町２番１６号 県庁西庁舎７階） 

 

第４ 派遣人数等 

 １ 派遣人数 

   １名 

 ２ 業務従事予定時間数 

   ７１９．２５時間 

 

第５ 勤務日及び勤務時間等 

 勤務日時は、原則として「福島県職員服務規程」（昭和５２年福島県訓令第２号。

以下「服務規程」という。）に準じ、次に定めるところによるものとする。 

 １ 勤務日 

   毎週月曜日から金曜日とし、繁忙期である４・３月は週５日勤務、それ以外の

月は業務量に応じて週２日以内の勤務とする。 

 ２ 休日 

   日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号。以下

「祝日法」という。）に規定する休日及び年末年始（１２月２９日から１月３日
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まで）の日とする。 

 ３ 勤務時間 

   午前８時３０分から午後５時１５分までとし、次に定めるとおりとする。 

  （１）４・５・３月  １日あたり７時間４５分の範囲内 

  （２）上記以外の月  １日あたり４時間３０分の範囲内 

 ４ 休憩時間 

   午後０時から午後１時までの１時間 

 ５ その他 

  （１）時間外労働等 

甲は、派遣事業者と派遣労働者との間の労働契約に定める範囲内におい

て、時間外労働及び休日労働を命じることができるものとする。 

  （２）勤務予定日の報告 

     乙は、甲に対して、各月の勤務予定日及び勤務時間について、事前に書面

で報告するものとする。なお、勤務予定日時等に変更が生じた場合には、乙

は、速やかに変更後の勤務予定を書面で報告するものとする。 

  （３）就業の報告 

     派遣労働者は、毎勤務終了後、書面により甲の指揮命令者又は甲の指定す

る者から就業時間の承認を受けるものとする。 

  （４）その他 

     服務規程に定める勤務時間または休憩時間に変更があった場合には、原則

として服務規程の変更に準じ、変更後の勤務時間または休憩時間とする。 

 

第６ 業務内容及び責任の程度 

 １ 業務に使用する主なシステム等 

  （１）Microsoft Office Word（以下「Word」という。） 

  （２）Microsoft Office Excel（以下「Excel」という。） 

  （３）PDFファイルの作成・閲覧ソフト 

  （４）栄養士免許等台帳管理システム（以下「栄養士システム」という。） 

  （５）福島県文書管理システム（以下「文書システム」という。） 

   ※（１）～（５）は、Microsoft Windows、Microsoft Edge上で動作する業務

システム及びソフトウェアである。 

 ２ 業務内容 

   栄養士法に基づき、栄養士及び管理栄養士の免許交付等に関する事務を行う。 

  （１）栄養士免許及び管理栄養士免許に共通する業務 

①免許証の再交付申請に係る登録番号等の照会への対応 

    ②申請書、消耗資材等の管理 
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    ③栄養士システムに登録されている情報の照合、集計等 

  （２）栄養士免許に関する業務 

①各種申請書の審査及び栄養士免許証の送付 

・免許交付や登録抹消等に係る申請書の審査を行う。 

・甲が栄養士システムに備える栄養士名簿に必要事項を入力する。 

・申請を受理した保健所等へ、作成した栄養士免許証等を送付する。 

    ②申請手数料の処理及び収入報告 

・栄養士システム等により申請手数料の収入額を集計する。 

・甲の指定する様式により、月及び四半期ごとの報告書を作成する。 

  （３）管理栄養士免許に関する業務 

    ①各種申請書の審査及び厚生労働省への進達 

・免許交付や登録抹消等に係る申請書の審査を行う。 

・厚生労働省の定める事務処理要領により進達する。 

    ②管理栄養士免許証の受領及び送付 

     ・上記の（３）①に基づき厚生労働省から送付される管理栄養士免許証を

受領し、内容の確認を行う。 

     ・栄養士システムの管理栄養士台帳に必要事項を入力する。 

     ・申請を受理した保健所へ管理栄養士免許証を送付する。 

    ③国家試験受験者の提出書類に係る事務 

     ・福島県の栄養士名簿登録者について、登録情報の照合等を行う。 

 ３ 従事する業務に伴う責任の程度 

   役職を有さない。（部下なし。） 

４ 留意事項 

   業務遂行に当たっては、下記に示す関係法令を理解し遵守すること。なお、下

記に示すもの以外に、業務遂行上準拠すべき規定がある場合には別途指示する。 

   また、派遣労働者は、不明な点がある場合には、甲と調整すること。 

※関係法令 

栄養士法、栄養士法施行令、栄養士法施行規則 

福島県栄養士法施行条例、福島県栄養士法施行細則 

 ５ 申請処理の流れ、年間処理件数の目安及び標準的な処理時間 

   申請処理の流れ及び年間処理件数の目安については、別紙のとおり。 

  また、申請１件当たりの処理時間は概ね１時間以内である。 

 

第７ 派遣労働者の要件 

 本業務を円滑に遂行するため、派遣労働者は、次の要件をすべて満たす者とする。 

 １ 日本語による業務遂行に支障がない者であること。 
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２ 県庁舎内に勤務する上で、公務の一端を担う立場としての必要なマナーを身に

つけている者であること。 

３ Wordや Excel等において、文書作成、データ入力、四則計算、印刷、電子メー

ル送受信等の基本操作ができる者であること。 

４ 企業・団体等において、一般事務に２年以上従事した経験がある者又は甲が同

等と認める者であること。 

５ 機密保持義務及び個人情報保護義務に関して遵守できる者であること。 

６ 電話対応に際して、接遇等の知識・能力を身につけている者であること。 

７ 原則として、派遣期間中継続して就業できる者であること。 

８ 甲は乙に対し、派遣労働者が上記１から７までの要件を満たすことに関し、 

その根拠について照会することができるものとし、乙はこれに対して回答するも

のとする。 

 

第８ 業務処理体制 

乙は、業務の継続的かつ円滑な履行に支障をきたさないよう、必要な人員を配置し

なければならない。 

１ 代替人員の確保 

   派遣労働者が病気等の理由により業務に従事できない場合や、甲から要請があ

った場合には、乙が責任を持って代替人員を確保すること。ただし、作業の継続

性及び効率性を確保する観点から、甲は代替人員の派遣を求めないことがある。 

  なお、この代替人員の確保に係る費用は乙が負担するものとする。 

２ 不適切な派遣労働者の交替 

   業務に十分な成果を上げることができない派遣労働者を確認した場合は、甲は

指揮監督に基づく指導の他、必要な指導を乙に対し依頼するものとし、乙は、こ

れに基づき必要な対応を講じるものとする。その結果、改善傾向が見られない場

合は、甲は当該派遣労働者の交替を請求することができる。なお、この交替に係

る費用は乙が負担するものとする。 

３ 乙又は派遣労働者の都合による交替 

   乙は、原則として契約期間中を通じて勤務できる者を派遣すること。 

   なお、乙又は派遣労働者の都合によりやむを得ず交替させる場合は、乙は、そ

の旨を原則１か月前までに甲へ通知するとともに、後任の派遣労働者に対し十分

な事務引継を行い、以後の業務に支障がないよう必要な措置を講ずること。 

 ４ 労務管理 

   乙は、派遣労働者の雇用者又は使用者として、労働関係法令上の一切の責任を

負い、労務管理を行うこと。 
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第９ 責任者等の設置 

 １ 甲及び乙は、契約締結後、次のとおりそれぞれ責任者を決定し、通知するもの

とする。 

  （１）派遣元責任者（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護

等に関する法律(昭和６０年法律第８８号。以下「労働者派遣法」という。)

第３６条に規定する者） 

     落札後協議の上決定する。 

  （２）派遣先責任者（労働者派遣法第４１条に規定する者） 

     福島県 保健福祉部 健康づくり推進課長 

  （３）指揮命令者 

     福島県 保健福祉部 健康づくり推進課 主任主査相当職（健康増進担当） 

 ２ 甲及び乙は、前号（１）から（３）までに定める者を変更するときは、「責任

者等変更届」（任意様式）を相手方へ提出するものとする。 

 ３ 責任者等は、派遣労働者の勤怠管理、勤務時間の指示等を行うものとする。 

 ４ 責任者等が必要と認めるときは、本業務に係る定例会等を定期的に開催するも

のとする。 

 

第 10 安全及び衛生 

 １ 甲は、作業上の安全・衛生に細心の注意を払い、換気、採光、照明等の派遣労

働者の作業環境を適切に管理するものとする。 

 ２ パソコン等を連続して操作する場合は１時間までとし、１時間連続して操作し 

た時には、次の連続作業までの間に１０分の作業休止時間を設けるものとする。 

 ３ 乙は、甲との連絡調整及び派遣労働者のメンタルサポート等を目的とした担当

者を設け、派遣労働者に対して月１回以上面接を行うものとする。 

４ 乙は、派遣労働者の作業上の安全・衛生に関し、甲に協力するものとする。 

 

第 11 派遣労働者からの苦情の申出を受ける者 

 甲  福島県健康づくり推進課 主任主査相当職（健康増進担当） 

    電話番号 ０２４－５２１－７２３６ 

 乙  落札後協議の上決定する。 

 

第 12 システム等の使用環境 

 １ 提供する環境等 

   基本的に下表のとおりとする。なお、業務に応じて、下表に示すもの以外に、

業務に必要なシステムのユーザＩＤ等を別に付与する場合がある。 
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提供する環境 使用範囲等 

栄養士システム 

（スタンドアローンのパソコン） 
甲が指定するＩＤ及びパスワードを付与

する。 
甲の共用パソコン 

ファイルサーバー上のフォルダ 甲が指定するフォルダの使用を認める。 

文書システム 
甲が指定するＩＤ及びパスワードを付与

する。 

甲のメールシステム 
甲が指定するＩＤを付与し、組織のＥメ

ールアドレスを使用する。 

 ２ 派遣労働者は、各ユーザＩＤ等について、適切に管理しなければならない。 

 ３ 派遣労働者は、本業務を履行するために使用するパソコン等に対するコンピュ

ーターウイルスチェック及びアップデートを定期的に実施するものとする。 

 

第 13 通勤等に関する費用負担 

 下表のとおりとし、記載のないものについては、別途協議の上で決定する。 

区分 乙（派遣元事業者） 甲（県） 備考 

通勤手当 ○   

社会保険料 ○   

労働保険料 ○   

研修 

（教育） 
○ ○ 

乙においては、一般的な研修

を実施し、甲においては、業

務上必要な実務のための研修

を実施する。 

健康診断 ○   

 

第 14 社会・労働保険加入の通知 

 乙は、派遣労働者が社会保険・労働保険に加入する必要がある者の場合には、当該

派遣労働者の同保険の加入状況を甲へ通知するものとする。 

 

第 15 派遣労働者に対する教育等 

 １ 乙は、事前に派遣労働者に対し、甲の指揮命令に従い勤務等の諸規則に違反し

ないよう周知するとともに、官公庁において勤務するために必要な基礎知識、機

密保持及び個人情報保護に関する遵守事項について、派遣前に乙の責任において

教育・指導を行うこと。 

 ２ 甲は、派遣労働者に対し、派遣業務の内容や必要な服務規律等について、業務

遂行と並行して研修（ＯＪＴ）を行うこと。 
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 ３ 甲及び乙は、派遣期間中においても、必要な教育やフォローを実施する体制を

整えること。 

 

第 16 機器及び物品等 

 １ 業務の履行に当たり乙が使用できる機器及び物品等 

   乙は、甲が管理する機器及び物品等（以下「機器等」という。）のうち、下表

に示すものを使用することができる。なお、下表以外に、乙が甲の管理する機器

等を使用する場合は、事前に協議のうえ決定する。 

機器等の名称 甲との共用 数量 

事務用机、デスクアンダーラック、事務用椅子 ○ １台 

更衣ロッカー  １人分 

パソコン（栄養士システム専用）  １台 

パソコン ○ １台 

プリンター（栄養士システム専用）  １台 

コピー機（プリンター、ＦＡＸ機能付き） ○ １台 

電話機 ○ １台 

 ２ 機器等の使用に係る費用負担 

乙が機器等の使用に要した光熱水費等の費用は、原則として甲が負担する。 

３ 機器等の滅失又は毀損等に係る事項 

乙の故意又は過失により機器等を滅失又は毀損した場合は、甲は、乙に対し、

購入又は修理等に必要な費用を請求するものとする。（当該滅失又は毀損の原因

が、甲の責任に帰すべき事由にあると認められる場合を除く。） 

 ４ 消耗品の管理 

   業務上必要な消耗品については、甲からの現物支給とし、契約終了日に支給さ

れているものについては、甲へ返還するものとする。また、甲から支給される消

耗品の使用にあたっては、 節約に努めること。なお、甲から支給されるもの以外

に必要な消耗品がある場合は、乙が準備すること。 

 ５ その他 

   乙が独自に機器等を持ち込む場合は、事前に協議のうえ決定する。 

 

第 17 業務改善 

１ 乙は、本仕様書に基づき、業務の進捗管理及び品質管理を適切に行わなければ

ならない。 

２ 乙は、甲に業務改善を求められた場合は、真摯に対応しなければならない。 

３ 乙は、甲と協働して、本業務を円滑かつ効率的に実施するため、派遣労働者か

らの意見等を基に業務の改善提案を適宜行うものとする。 



8 

 

 

第 18 遵守事項 

１ 一般事項 

 （１）乙及び派遣労働者は、労働者派遣法、労働基準法その他必要な法令及び県

の規程等を遵守する。 

（２）乙及び派遣労働者は、福島県の信用を失墜させる行為をしてはならない。 

（３）派遣労働者は、就業時間中、派遣業務の遂行に専念する。 

（４）派遣労働者は、業務を行う事務スペース等を常に整理整頓し、清潔な状態

に保たなければならない。 

（５）乙は、派遣労働者の風紀及び規律の維持に責任を負い、職場秩序を保たな

ければならない。 

（６）派遣労働者は、業務の履行場所及び県の庁舎内においては、身分を証する 

名札等を常に着用するものとする。 

（７）派遣労働者は、甲のパソコン等の機器、机、椅子等の備品等を善良な管理

者の注意をもって使用するものとする。 

２ 機密保持及び個人情報に関する取扱い 

（１）乙及び派遣労働者は、業務の履行に関して取り扱う機密情報及び個人情報

について、個人情報保護法、福島県個人情報保護条例、福島県情報セキュリ

ティポリシーその他必要な法令及び県の規程等を遵守する。 

（２）乙及び派遣労働者は、業務の履行に関して取り扱う機密情報及び個人情報

について、本契約期間中はもとより契約終了後も、不正に漏洩し、開示し、

又は不当な目的に使用してはならず、契約書第２０条の規定を遵守する。 

（３）乙及び派遣労働者は、甲の許可なく、パソコン又は電子記録媒体等を就業

場所へ持ち込んではならない。 

（４）乙及び派遣労働者は、甲から提供された資料等（電子データを含む。）に

ついて、次のとおり取り扱う。 

①甲の許可なく、資料等を複写又は複製しない。 

②甲の許可なく、資料等を業務の実施場所から持ち出さない。 

③資料等の漏洩、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措

置を講じる。 

 

第 19 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別 

 協定対象派遣労働者に限定しない。 

 

第 20 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は６０歳以上の者に限定するか否かの別 

 無期雇用派遣労働者又は６０歳以上の者に限定しない。 
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第 21 その他 

本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合については、別途協議のうえ決定

するものとする。 

 

 

※別紙 

 申請処理の流れ、年間処理件数の目安 



別紙（仕様書第６関係）

【申請処理の流れ】※本業務では、太字部分を担う。

１　栄養士免許（県知事が免許を与える）

①申請 ②申請書受理 ③進達 ④書類審査・免許証作成等

⑦交付 ⑥内容確認 ⑤免許証送付

【県外在住者の場合】 ①’ 申請書を県庁へ直接郵送

【県外在住者の場合】 ②’ 書類審査・免許証作成

③’ 郵送により申請者へ直接交付

２　管理栄養士免許（厚生労働大臣が免許を与える）

①申請  ②進達 ③審査・書類作成  ④進達 ⑤審査・免許証作成

⑩交付 　⑨確認  ⑧送付 ⑦内容確認・書類作成  ⑥送付

※ ④における進達スケジュールの目安：４・５・６月は毎週、７～３月は申請数により隔週又は月１回

【年間処理件数の目安】

※処理件数は例年の実績値の近似値である。

年間処理件数 約400件 約200件

・新規、書換え、再交付関係業務

・申請手数料関係業務

・新規交付関係業務

・管理栄養士国家試験受験者の提出

書類に係る業務

約150件約200件４・５・３月に集中する業務

主な業務内容

約200件 約50件通年業務（４～３月）

区分
管理栄養士栄養士

処理件数

県庁健康づくり推進課

（派遣労働者勤務場所）

申請者 保健所
県庁健康づくり推進課

（派遣労働者勤務場所）
厚生労働省

申請者 保健所
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